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○福島県会計年度任用職員任用等管理規程

令和二年一月三十一日

福島県訓令第一号

改正 令和三年一一月三〇日訓令第一六号

本庁機関

出先機関

福島県会計年度任用職員任用等管理規程を次のように定める。

福島県会計年度任用職員任用等管理規程

（趣旨）

第一条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、知事の事務部局に勤務する会計年度任用

職員（会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例（令和元年福島県条例第二十

五号。以下「条例」という。）第一条に規定する職員（会計年度技能労務職員を含む。以

下同じ。）の任用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第二条 この規程における用語の意義は、条例及び会計年度任用職員の給与及び勤務時間等

に関する規則（令和二年福島県規則第五号。以下「規則」という。）において使用する用

語の例による。

（職の区分）

第三条 会計年度任用職員の区分は、次のとおりとする。

一 会計年度任用事務職員

二 会計年度任用技術職員

三 会計年度任用技能職員

四 会計年度任用労務職員

五 会計年度チャレンジ任用職員

六 特定会計年度任用職員

２ 前項第一号の「会計年度任用事務職員」及び同項第二号の「会計年度任用技術職員」と

は、一般の事務又は技術に関する補助的な業務のために任用する職員をいう。

３ 第一項第三号の「会計年度任用技能職員」とは、特別の資格、免許、熟練等を必要とす

る技能職種に属する業務のために任用する職員をいう。

４ 第一項第四号の「会計年度任用労務職員」とは、前項の業務以外の労務的業務のために

任用する職員をいう。
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５ 第一項第五号の「会計年度チャレンジ任用職員」は、総務部長が別に定める職員とする。

６ 第一項第六号の「特定会計年度任用職員」とは、第二項から前項までに定める業務以外

の業務で、条例定数内職員が従事する職務とは異なる専門的又は特定の業務のために任用

する職員をいう。

（任用手続）

第四条 会計年度任用職員の任免は、主管課長（福島県財務規則（昭和三十九年福島県規則

第十七号）第二条第三号に規定する課長（人事委員会事務局総務審査課長、監査委員事務

局監査総務課長及び議会事務局総務課長を除く。）をいう。以下同じ。）が行うものとす

る。ただし、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校の昼間に

おいて授業を行う課程に在学する学生又は生徒を当該学校の休暇期間中に限り任用する

場合（以下「学生等の任用」という。）又は会計年度任用労務職員を工事現場等において

勤務させるために任用する場合にあっては、公所長（福島県財務規則別表第一に掲げる公

所（知事の事務部局に係る公所に限る。）の長をいう。以下同じ。）においても任用する

ことができるものとする。

（任期）

第五条 会計年度任用職員の任期については、一会計年度を限度とする。

（任用制限）

第六条 法第十六条各号に掲げる事由に該当する者は、会計年度任用職員として任用しては

ならない。

（辞令等の交付）

第七条 会計年度任用職員を任免したときは、当該職員に第一号様式による辞令を交付する

ものとする。ただし、任期の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する

場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令の交付に代えることが

できる。

２ 前項本文の場合において、任期の満了以外の事由により任用を解く場合は、辞令に代え

て第二号様式による発令通知書を交付することができる。

（発令文例等）

第八条 辞令の文例、使用区分及び交付者は別表第一に定めるところによる。

（勤務条件等）

第九条 会計年度任用職員を募集及び任用しようとするときは、原則として公募することと

し、勤務日、勤務時間その他の総務部長が別に定める勤務条件を書面にて明示しなければ
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ならない。ただし、職務の性質上やむを得ず明示することができない事項は、この限りで

ない。

（服務等）

第十条 第一号会計年度任用職員の勤務時間は、週三十八時間四十五分を超えない範囲にお

いて主管課長又は公所長が定めるものとする。この場合において、第一号会計年度任用職

員の休憩時間については、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも

四十五分、七時間四十五分を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それ

ぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

２ 第二号会計年度任用職員の勤務時間は、週三十八時間四十五分とする。その他第二号会

計年度任用職員の勤務時間については、条例定数内職員の例による。

３ 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前二項に規定する勤務時間

以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

４ 第一項及び第二項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、福島県職

員服務規程（昭和五十二年福島県訓令第二号）第二条、第三条、第五条から第八条まで、

第十条から第十五条まで、第十七条から第二十二条まで及び第二十三条から第二十八条ま

での規定を準用するものとする。この場合において、第三条中「当該各号に掲げる者」と

あるのは「辞令等を交付する者」と、第十七条第二項中「人事総室人事課長」とあるのは

「主管課長」と、第二十四条及び第二十五条中「知事」とあるのは「主管課長」と読み替

えるものとする。

５ 前項の場合において、第一号会計年度任用職員にあっては、福島県職員服務規程第七条、

第七条の四及び第二十条は準用しない。

第十一条 会計年度任用職員の勤務条件は、次に掲げる条件の範囲内において所管部（局）

長が定めるものとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、この規定により難

いときは、総務部長に協議の上、別に定めることができる。

一 勤務時間 一日につき七時間四十五分を超えない範囲内とする。

二 休暇等 会計年度任用職員の休暇の種類及び期間は、次に掲げるとおりとする。

ア 公民権行使のための休暇 その都度総務部長が必要と認める日又は時間

イ その他の休暇 総務部長が別に定める日又は時間

２ 特定会計年度任用職員の前項の勤務条件を定めるに当たっては、人事総室人事課長及び

人事総室行政経営課長に合議するものとする。

３ 第一項の場合において、会計年度任用職員の名称又は職務の改正を含む場合にあっては
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人事総室人事課長及び人事総室行政経営課長に合議するものとし、その他の場合にあって

は人事総室人事課長に合議するものとする。

（会計年度任用職員（特定会計年度任用職員を除く。）の号給の決定）

第十二条 規則第四条第一項で定める号給は、会計年度任用事務職員、会計年度任用技能職

員、会計年度任用労務職員及び会計年度チャレンジ任用職員については、別表第二の会計

年度任用職員給料等月額基準表に従うものとし、会計年度任用技術職員については、給与

条例適用職員の初任給基準の例による号給とする。

２ 規則第四条第二項に規定する経験年数等を有する者の号給は、次に掲げる号給とするこ

とができる。

一 会計年度任用事務職員 前項の号給の号数に、当該経験年数の月数を十二で除した数

（一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）を加えて得た数を号数とする号給

（ただし、その号給は十九号給を超えることはできないものとする。）

二 会計年度任用技術職員 給与条例適用職員の初任給計算の例により算出される号給

（その号給の給料月額が当該会計年度任用技術職員に相当する給与条例適用職員の属

する職務の級の二級上位の職務の級における最低の号給の給料月額を超える額の号給

である場合には、当該最低の号給を超えない当該給与条例適用職員の属する職務の級に

おける号給のうち最高の号給に相当する給料月額の号給）

（会計年度任用職員（特定会計年度任用職員を除く。）の給料等）

第十三条 条例第三条第二項及び第十八条第二項の給与条例別表第一、別表第三、別表第四

及び別表第五に定める額の範囲内で決定する額は、前条において決定した号給の給料月額

とする。

２ 日額の報酬を受ける会計年度任用職員（特定会計年度任用職員を除く。次項において同

じ。）について、所定の勤務日において、所定の勤務時間の全部を勤務しないときは、そ

の勤務しない日の報酬は支給しない。

３ 日額の報酬を受ける会計年度任用職員について、所定の勤務日が休日に当たるときは、

特に当日を勤務を要しない日として明示しない限り、前項の規定にかかわらず、当日の所

定の報酬日額の全額を支給する。

（特定会計年度任用職員の報酬等）

第十四条 特定会計年度任用職員の報酬は、特別職の職員の給与に関する条例（昭和二十七

年福島県条例第百一号）第八条第一項の規定に準じて知事が定めるものとする。

第十五条 特定会計年度任用職員の条例第八条に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次
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の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 月額の報酬 前条の規定により決定した額に十二を乗じて得た額を当該特定会計年

度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除し

て得た額

二 日額の報酬 前条の規定により決定した額を当該特定会計年度任用職員について定

められた一日当たりの勤務時間で除して得た額（ただし、一日の勤務時間の全部を欠い

た場合は、その日の報酬は支給しない。）

第十六条 特定会計年度任用職員の条例第十三条に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 月額の報酬 第十四条の規定により決定した額に十二を乗じて得た額を当該特定会

計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものか

ら七・七五に当該特定会計年度任用職員について定められた勤務時間を三八・七五で除

して得た時間に一八を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

二 日額の報酬 第十四条の規定により決定した額を当該特定会計年度任用職員につい

て定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

三 時間額の報酬 第十四条の規定により決定した額

第十七条 月額の報酬を受ける特定会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれそ

の基準日（退職し、又は死亡した特定会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡し

た日をいう。以下この条において同じ。）現在においてその者が受けるべき第十四条の規

定により決定した額とする。

２ 日額の報酬を受ける特定会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、第十四条の規定に

より決定した額に当該特定会計年度任用職員について定められた一か月当たりの勤務日

数を乗じて得た額とする。

３ 時間額の報酬を受ける特定会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、第十四条の規定

により決定した額に当該特定会計年度任用職員について定められた一か月当たりの勤務

時間数を乗じて得た額とする。

４ 前三項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なる特定会計年度

任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前六月以内の期間（基準日における職と同一の

職に係るものに限る。）においてその者が受けた前三項の例により算出する報酬の額の一

月当たりの平均額とする。

（第一号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償）
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第十八条 通勤した場合の費用弁償は、次のとおりとする。

一 支給対象職員は、次に掲げる者を除く第一号会計年度任用職員とする。ただし、アの

場合であって、主管課長が地域における労働需給の事情その他特殊な事情により、人材

の確保が困難であると認める場合には、人事総室人事課長に協議して支給対象とするこ

とができるものとする。

ア 任期が一か月未満の一時的任用者

イ 人事総室行政経営課長が指定する臨時の業務に公所長限りにおいて任用する者

ウ 学生等の任用により任用する者

エ 勤務公署を特定することができない者

オ 県の経費又は県の経費以外から通勤費用に相当するものが支給されている者

カ 株主優待乗車券の利用等により弁償すべき通勤費用の支出がない者

キ その他通勤費用相当分の費用弁償を支給すべきでないと特に認めた者

二 支給開始日は、受給要件の事実の発生日（通勤の届出が事実の発生の日から十五日を

経過した場合はその届出を受理した日とする。）とし、支給終了日は、受給要件を欠い

た日とする。

三 通勤した場合の費用弁償は、給与条例第十条第二項及び職員の給与の支給に関する規

則（昭和三十五年福島県人事委員会規則第七号）に規定する一般職の職員の通勤手当の

支給方法に準じ、次により算出した額（その額に一円未満の端数を生じた場合は、これ

を切り捨てた額）とする。ただし、給与条例第十条第五項に規定する支給単位期間につ

いては、一か月として算出することとし、通勤行為のない日については、支給できない

ものとする。

ア 交通機関等利用職員の支給額 通勤費用相当分の費用弁償は、利用する交通機関等

の種類に応じて次に掲げる算式に基づいて得られる額とする。

(ア) 新幹線鉄道等以外の交通機関等を利用する場合 一か月の通勤用定期乗車券

の価額により算出した額（一か月の通勤用定期乗車券の価額を月の定められた勤務

日数で除して得た額）と回数乗車券等により算出した額（片道の運賃額に十を乗じ、

その額を十一で除して得た額に、二を乗じて得た額）を比較して低廉な方の額に、

月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(イ) 新幹線鉄道等を利用する場合 一般職員の例に準じて算出した通勤手当の月

額（この場合において、職員の給与の支給に関する規則第二十一条第一項第二号の

適用に当たっては、同号中「通勤二十一回」とあるのは、「月の定められた勤務日
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数」と読み替えるものとする。）を月の定められた勤務日数で除して得た額に、月

の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(ウ) 新幹線鉄道等と新幹線鉄道等以外の交通機関を併用して利用する場合 （ア）

により算出した額と（イ）により算出した額の合計額

イ 自動車等交通用具使用職員の支給額 一般職の職員に準じて算出した通勤手当の

月額を二十一で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

ウ 交通機関等と自動車等交通用具の併用職員の支給額 アにより算出した額とイに

より算出した額の合計額

四 交通機関等の運賃の額の改定があったときは、改定になった日から通勤した場合の費

用弁償の額を変更するものとする。

五 前各号に定めるもののほか、受給要件、通勤の届出、認定その他通勤に係る費用弁償

に関する事項については、他に定めがない限り、給与条例適用職員に支給される通勤手

当の例に準ずるものとする。

（会計年度任用職員の給料及び報酬等の改定時期）

第十九条 給与条例適用職員の給与改定（諸手当の改定を含む。以下同じ。）のための関係

条例又は規則が公布及び施行された場合における会計年度任用職員の給与改定の時期及

び別表第二に定める会計年度任用職員給料等月額基準表の基準額に対応する改定後の給

料表の適用時期は、総務部長が別に定める場合を除き、給与条例適用職員の給与改定のた

めの関係条例又は規則の施行日の属する月の翌月（施行日が月の初日であるときは、当該

月）の初日からとする。

（令三訓令一六・一部改正）

（会計年度技能労務職員に支給する給与等）

第二十条 会計年度技能労務職員に支給する特殊勤務手当又はこれに相当する報酬につい

ては、技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則（昭和四十八年福島県規則第八十

一号。以下「技労規則」という。）の適用職員の例による。

２ 前項に定めるもののほか、会計年度技能労務職員に支給する給与等については、他に定

めがあるものを除き、条例第二条に規定する会計年度任用職員の例による。

（報酬の支払）

第二十一条 報酬は、原則として、月の初日から末日までの分を翌月の七日に支払うものと

する。ただし、この支払い時期により難い場合は、翌月の七日から十日までの間で予め支

払日を定め、その日に支払うことができるものとする。



8/14

（会計年度任用職員の期末手当）

第二十二条 規則第十三条第二項第一号の同一の会計年度内において会計年度任用職員と

して在職し、又は任用されることが見込まれる期間には、同条第三項の職員として在職し

た期間を含むものとする。

（災害補償）

第二十三条 会計年度任用職員の災害補償については、県議会の議員その他の非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例（昭和四十二年福島県条例第四十五号）の定めるところに

よる。

（実態調査等）

第二十四条 この訓令に定める会計年度任用職員の適正な管理のため、人事総室人事課長は、

必要に応じ実態調査を行うものとする。

（総務部長の権限）

第二十五条 この訓令に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の任用等に関して必要な

事項は、総務部長が定める。

附 則

１ この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

２ 福島県賃金支弁職員雇用等管理規程（昭和五十年福島県訓令第十号）は、廃止する。
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別表第二（第十二条関係）

会計年度任用職員給料等月額基準表

区分 基準額

会計年度任用事務職員 行政職給料表一級九号給の給料月額

会計年度任用技能職員 技能労務職給料表一級二十一号給の給料月額

会計年度任用労務職員 技能労務職給料表一級五号給の給料月額

会計年度チャレンジ任用職員 技能労務職給料表一級一号給の給料月額

備考 この表中「行政職給料表」とは給与条例第三条第一項第一号の行政職給料表を、「技

能労務職給料表」とは技労規則第三条の給料表をいう。
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附 則（令和三年訓令第一六号）

この訓令は、令和三年十二月一日から施行する。
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別表第一（第八条関係） 発令文例

第１号様式（第７条関係）

第２号様式（第７条関係）


